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(57)【要約】
本発明は、様々な医療処置に用いられる医療器具を安定
化及び／または誘導する、侵襲性が最小限である装置及
び方法を説明する。医療処置は、（ａ）１つまたは複数
の物質を対象者の体に導入すること、（ｂ）１つまたは
複数の物質を対象者の体から取り除くこと、（ｃ）対象
者の体のある領域を操作すること、または、（ｄ）それ
らの組み合わせを含む。本発明の装置は多くの利点を有
するが、特に、様々な開創器への取り付けが簡単であり
かつ適合性がある。
【選択図】図１Ｄ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１端、第２端、長軸、及び、短軸を備える固定アームと、
　第１端、第２端、長軸、及び、短軸を備える接続アームと、
　第１端、第２端、長軸、及び、短軸を備える位置決めアームと、
　第１端、第２端、長軸、及び、短軸を備えるガイドアームと
を備え、（１）前記接続アームの第１端が、前記固定アームの第２端に取り付けられ、（
２）前記接続アームの第２端が、前記位置決めアームの第１端に取り付けられ、（３）前
記接続アームの長軸が、前記固定アームと前記位置決めアームのそれぞれの長軸に対して
垂直であり、（４）前記固定アームの第１端と前記位置決めアームの第２端とを、前記接
続アームから実質的に同じ方向に延在するように配置することができ、（５）前記位置決
めアームの第２端において、前記位置決めアームと前記ガイドアームが互いに垂直になる
ように前記位置決めアームが前記ガイドアームの第２端に取り付けられ、かつ（６）前記
ガイドアームの長軸が沿う軸が、前記固定アームの長軸が沿う軸及び前記接続アームの長
軸が沿う軸に垂直であるが交差しないように、前記ガイドアームを配置することができる
、装置。
【請求項２】
　前記固定アームが、その第１端に１つまたは複数のクランプをさらに備え、該１つまた
は複数のクランプが、組織開創器のアームに取り付けられるように構成されている、請求
項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記ガイドアームが、前記ガイドアームの長軸に沿って摺動するように構成された器具
取り付けコンポーネントをさらに備える、請求項２に記載の装置。
【請求項４】
　前記器具取り付けコンポーネントが、医療器具をクランプ留めするように構成された１
つまたは複数のクランプを備える、請求項３に記載の装置。
【請求項５】
　前記器具取り付けコンポーネントの前記摺動する動きが、前記ガイドアームの第１端に
あるダイヤルによって制御される、請求項４に記載の装置。
【請求項６】
　前記接続アームの長さを増減することができるように、前記接続アームが、入れ子要素
の長軸方向に伸縮する動きを可能にする細長い入れ子要素を備える、請求項５に記載の装
置。
【請求項７】
　前記位置決めアームの長さを増減することができるように、前記位置決めアームが、入
れ子要素の長軸方向に伸縮する動きを可能にする細長い入れ子要素を備える、請求項６に
記載の装置。
【請求項８】
　前記接続アームの前記伸縮する動きが、その第２端にあるダイヤルの回転によって制御
される、請求項７に記載の装置。
【請求項９】
　前記位置決めアームの前記伸縮する動きが、その第１端にあるダイヤルの回転によって
制御される、請求項８に記載の装置。
【請求項１０】
　前記医療器具が、カニューレ、生検針、針、チューブ、焼灼機器、レーザ、ドリル、内
視鏡、ガイドワイヤ、光ファイバ機器、電極、のこぎり、超音波機器、分光機器、カメラ
、電気センサ、熱センサ、カテーテル、排出チューブ、及び、それらの組み合わせからな
る群から選択される、請求項９に記載の装置。
【請求項１１】
　前記固定アームに取り付けられたサイドクランプをさらに備え、該サイドクランプが、
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細長い物体に取り付けられるように構成されている、請求項１０に記載の装置。
【請求項１２】
　前記固定アームが、前記接続アームに取り外し可能に取り付けられている、請求項１１
に記載の装置。
【請求項１３】
　前記位置決めアームが、前記接続アーム及び／または前記ガイドアームに取り外し可能
に取り付けられている、請求項１２に記載の装置。
【請求項１４】
　前記サイドクランプが、前記固定アームに取り外し可能に取り付けられている、請求項
１３に記載の装置。
【請求項１５】
　前記細長い物体が、液体容器、気体容器、ポンプ、撮像機器、及び、それらの組み合わ
せからなる群から選択される機器である、請求項１４に記載の装置。
【請求項１６】
　請求項１０～１５のいずれか一項に記載の装置と、該装置の前記固定アームに前記固定
アームの１つまたは複数のクランプによって取り付けられた組織開創器とを備えるシステ
ム。
【請求項１７】
　前記器具取り付けコンポーネントに取り付けられた器具をさらに備え、該器具がカニュ
ーレ、生検針、針、チューブ、焼灼機器、レーザ、ドリル、内視鏡、ガイドワイヤ、光フ
ァイバ機器、電極、のこぎり、超音波機器、分光機器、カメラ、電気センサ、熱センサ、
カテーテル、排出チューブ、及び、それらの組み合わせからなる群から選択される、請求
項１６に記載のシステム。
【請求項１８】
　前記器具が、端に針を有するカニューレを含む、請求項１７に記載のシステム。
【請求項１９】
　前記カニューレと前記針が、対象者の体の関心領域に細胞を注射するように構成されて
いる、請求項１８に記載のシステム。
【請求項２０】
　前記カニューレが、ある分量の神経前駆細胞を含む、請求項１９に記載のシステム。
【請求項２１】
　前記神経前駆細胞が、グリア細胞株由来神経栄養因子を発現する、請求項２０に記載の
システム。
【請求項２２】
　前記関心領域が対象者の脊椎である、請求項２１に記載のシステム。
【請求項２３】
　液体容器と、該液体容器に接続されたポンプとをさらに備え、該液体容器と該ポンプが
、前記サイドクランプに取り付けられている、請求項２２に記載のシステム。
【請求項２４】
　対象者の体の切開部に係合された組織開創器のアームに請求項１５に記載の装置を取り
付ける工程と、該装置の前記ガイドアームに取り付けられた医療器具を前記対象者の体の
前記切開部を通して誘導する工程とを含む、対象者に外科的処置を行う方法。
【請求項２５】
　前記医療器具が、端に針を有するカニューレである、請求項２４に記載の方法。
【請求項２６】
　前記カニューレと前記針が、対象者の体の関心領域に細胞を注射するように構成されて
いる、請求項２５に記載の方法。
【請求項２７】
　前記関心領域が対象者の脊椎である、請求項２６に記載の方法。
【請求項２８】
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　前記細胞が神経前駆細胞である、請求項２７に記載の方法。
【請求項２９】
　前記対象者が、筋萎縮性側索硬化症（ＡＬＳ）と診断されている、請求項２８に記載の
方法。
【請求項３０】
　前記対象者の体の前記関心領域の撮像を行う工程をさらに含む、請求項２９に記載の方
法。
【請求項３１】
　行われる前記撮像が、コンピュータ断層撮影（ＣＴ）、磁気共鳴映像法（ＭＲＩ）、超
音波、及び、それらの組み合わせからなる群から選択される、請求項２８に記載の方法。
【請求項３２】
　グリア細胞株由来神経栄養因子を発現する神経前駆細胞を対象者の脊椎に注射する工程
をさらに含む、請求項２９に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願の参照
　この非仮出願は、２０１３年４月３０日出願の米国仮特許出願６１／８１７，７８５の
優先権を主張し、その内容全体を引用により本明細書に組み込むものとする。
【０００２】
発明の分野
　本発明は概して、医療処置のための装置と、その装置の使用方法に関する。
【背景技術】
【０００３】
背景
　本明細書の全ての刊行物は、個々の刊行物または特許出願が具体的かつ個別に引用によ
り組み込まれると示されたのと同程度に、引用により組み込まれる。以下の記載は、本発
明の理解に有用であると思われる情報を含む。本明細書に記載の情報のいずれも、先行技
術や、現在特許を請求している発明に関わっていることを認めず、具体的もしくは暗黙に
引用した刊行物が先行技術であることも認めてはいない。
【０００４】
　医師が、脊髄、脳、関節等の体の特定の領域に対して、または、その周囲に対して処置
を行っている時、患者を傷つけず、結果を最適にするために、非常に正確で、制御された
、安定した操作が必要とされることが多い。上記領域において特定の医療処置を行う際の
安全性及び正確性を向上させる装置及び方法に関する技術が必要とされている。
【０００５】
　より具体的には、医師が行う特定の医療処置は、偶発的に患者を傷つけ、及び／または
、治療に失敗する危険性が高い。その原因は、処置に関わる組織の性質、処置に必要な高
度な正確さ、既存の手術器具（安定化装置を含む)の限界、視野に関する限界、及び、ヒ
ューマンエラーが組み合わさっている。良好な結果となる可能性を高めるために、患者の
体の傷つきやすい部分に物質を導入したり物質を取り除いたりするのに関わる医療器具を
含む様々な異なる外科的処置用の多くの医療器具と共に用いる安定化装置を改良する、多
くの試みがなされてきた。当分野で既知の例示の安定化装置には、Ｓｐｉｎａｌ　Ｄｅｒ
ｒｉｃｋ、Ｗａｒｎｅｒ　Ｄｅｖｉｃｅ、及び、Ｂｒｕｎｄｏｂｌｅｒ　Ｄｅｖｉｃｅが
含まれる。残念ながら、これらの機器は全て、使用が難しい（医師の膨大な訓練を必要と
する)、部品の数が多過ぎる（従って、設備の不具合や患者を傷つける危険が比較的高い
）、または、位置決めに関して大きな問題がある。例えば、脊髄手術に用いられるＳｐｉ
ｎａｌ　Ｄｅｒｒｉｃｋ機器は、５０を超える部品を備えるので、組み立ては難しくて時
間がかかり、また、部品の１つが切開部に落ち、脊髄外傷を引き起こす危険が高まる。さ
らに、この機器は、正確なスケールを持たないので、「見ないで」配置する４本の経皮的
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支柱（ｐｅｒｃｕｔａｎｅｏｕｓ　ｐｏｓｔ）の使用が必要になり、脊髄損傷、感染、及
び、出血の危険をさらに高める（４つの追加の切開を必要とするということも一因）。
【発明の概要】
【０００６】
　本発明は、様々な実施形態において、第１端、第２端、長軸、及び、短軸を備える固定
アームと、第１端、第２端、長軸、及び、短軸を備える接続アームと、第１端、第２端、
長軸、及び、短軸を備える位置決めアームと、第１端、第２端、長軸、及び、短軸を備え
るガイドアームとを備える装置を説明している。この装置においては、（１）接続アーム
の第１端は、固定アームの第２端に取り付けられている。（２）接続アームの第２端は、
位置決めアームの第１端に取り付けられている。（３）接続アームの長軸は、固定アーム
及び位置決めアームのそれぞれの長軸に対して垂直である。（４）固定アームの第１端と
位置決めアームの第２端とは、接続アームから実質的に同じ方向に延在するように配置す
ることができる。（５）位置決めアームの第２端において、位置決めアームとガイドアー
ムが互いに垂直になるように位置決めアームはガイドアームの第２端に取り付けられてい
る。（６）ガイドアームの長軸が沿う軸が、固定アームの長軸が沿う軸及び接続アームの
長軸が沿う軸に対して垂直であるが交差しないように、ガイドアームは配置することがで
きる。一部の実施形態においては、固定アームは、その第１端に１つまたは複数のクラン
プをさらに備え、その１つまたは複数のクランプは、組織開創器（ｔｉｓｓｕｅ　ｒｅｔ
ｒａｃｔｏｒ）のアームに取り付けられるように構成されている。一部の実施形態におい
ては、ガイドアームは、ガイドアームの長軸に沿って摺動するように構成された器具取り
付けコンポーネントをさらに備える。一部の実施形態においては、器具取り付けコンポー
ネントは、医療器具をクランプ留めするように構成された１つまたは複数のクランプを備
える。特定の実施形態においては、器具取り付けコンポーネントの摺動する動きは、ガイ
ドアームの第１端にあるダイヤルによって制御される。一部の実施形態においては、接続
アームの長さを増減することができるように、接続アームは、入れ子要素の長軸方向に伸
縮する動きを可能にする細長い入れ子要素を備える。特定の実施形態においては、位置決
めアームの長さを増減することができるように、位置決めアームは、入れ子要素の長軸方
向に伸縮する動きを可能にする細長い入れ子要素を備える。一部の実施形態においては、
接続アームの伸縮する動きは、その第２端にあるダイヤルの回転によって制御される。特
定の実施形態においては、位置決めアームの伸縮する動きは、その第１端にあるダイヤル
の回転によって制御される。特定の実施形態においては、医療器具は、カニューレ、生検
針、針、チューブ、焼灼機器、レーザ、ドリル、内視鏡、ガイドワイヤ、光ファイバ機器
、電極、のこぎり、超音波機器、分光機器、カメラ、電気センサ、熱センサ、カテーテル
、排出チューブ、及び、それらの組み合わせからなる群から選択される。一部の実施形態
においては、装置は、固定アームに取り付けられたサイドクランプをさらに備える。サイ
ドクランプは、細長い物体に取り付けられるように構成されている。一部の実施形態にお
いては、固定アームは、接続アームに取り外し可能に取り付けられている。様々な実施形
態において、位置決めアームは、接続アーム及び／またはガイドアームに取り外し可能に
取り付けられている。一部の実施形態においては、サイドクランプは、固定アームに取り
外し可能に取り付けられている。特定の実施形態においては、細長い物体は、液体容器、
気体容器、ポンプ、撮像機器、及び、それらの組み合わせからなる群から選択された機器
である。
【０００７】
　本発明は、様々な実施形態において、システムを説明する。一部の実施形態においては
、システムは、上記の任意の装置と、その装置の固定アームに固定アームの１つまたは複
数のクランプによって取り付けられた組織開創器とを備える。一部の実施形態においては
、システムは、器具取り付けコンポーネントに取り付けられた器具をさらに備える。ここ
で、器具は、カニューレ、生検針、針、チューブ、焼灼機器、レーザ、ドリル、内視鏡、
ガイドワイヤ、光ファイバ機器、電極、のこぎり、超音波機器、分光機器、カメラ、電気
センサ、熱センサ、カテーテル、排出チューブ、及び、それらの組み合わせからなる群か
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ら選択される。一部の実施形態においては、器具は、端に針の付いたカニューレを備える
。一部の実施形態においては、カニューレと針は、対象者の体の関心領域に細胞を注射す
るように構成されている。様々な実施形態において、カニューレは、ある分量の神経前駆
細胞を含む。一部の実施形態においては、神経前駆細胞は、グリア細胞株由来神経栄養因
子を発現する。特定の実施形態においては、関心領域は、対象者の脊椎である。一部の実
施形態においては、システムは、液体容器と、液体容器に接続されたポンプとをさらに備
え、液体容器とポンプは、サイドクランプに取り付けられている。
【０００８】
　本発明は、様々な実施形態において、対象者に外科的処置を行うための方法を説明する
。一部の実施形態においては、方法は、上記の任意の装置を、対象者の体の切開部に係合
した組織開創器のアームに取り付ける工程と、対象者の体の切開部を通して装置のガイド
アームに取り付けられた医療器具を誘導する工程とを含む。特定の実施形態においては、
医療器具は、端に針のついたカニューレである。一部の実施形態においては、カニューレ
と針は、対象者の体の関心領域に細胞を注射するように構成されている。一部の実施形態
においては、関心領域は、対象者の脊椎である。一部の実施形態においては、細胞は、神
経前駆細胞である。一部の実施形態においては、対象者は、筋萎縮性側索硬化症（ＡＬＳ
）と診断されている。様々な実施形態において、方法は、対象者の体の関心領域の撮像を
行う工程をさらに含む。一部の実施形態においては、実施される撮像は、コンピュータ断
層撮影（ＣＴ）、磁気共鳴映像法（ＭＲＩ）、超音波、及び、それらの組み合わせからな
る群から選択される。一部の実施形態においては、方法は、グリア細胞株由来神経栄養因
子を発現する神経前駆細胞を対象者の脊椎に注射する工程をさらに含む。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
　例示の実施形態を、参照図面で示す。本明細書で開示した実施形態及び図面は、限定的
なものではなく例証的なものである。 
【００１０】
【図１Ａ】本発明の実施形態に係る、定位装置１００を示す図である。定位装置１００は
、組織開創器３００のアーム３０１にクランプ留めされている。円筒状物体４００は、サ
イドクランプ６０００によって定位装置１００に固定される。
【図１Ｂ】組織開創器に取り付けられていない定位装置１００の図である。
【図１Ｃ】定位装置２００の図である。
【図１Ｄ】円筒状物体４００と組織開創器３００とに取り付けられた定位装置１００の図
である。器具７０００が、定位装置１００のガイドアーム１０００に取り付けられ、組織
開創器３００のアーム間をｚ軸に沿って下方に延びている。
【図２Ａ】本発明の実施形態に係る、定位装置１００の図である。組織開創器３００と円
筒状物体４００が示されている。
【図２Ｂ】定位装置１００の別の図である。
【図２Ｃ】定位装置２００の別の図である。
【図３】本発明の実施形態に係る、定位装置１００の部分分解図である。
【図４】本発明の実施形態に係る、定位装置１００の部分分解図である。
【図５】本発明の実施形態に係る、ノブ１１４を緩めて、位置決めアーム２０００のｘ軸
に沿った位置の調整を可能にした図である。
【図６】本発明の実施形態に係る、ねじ１３５を緩めて、位置決めアーム２０００のｙ軸
に沿った位置の調整を可能にした図である。
【図７】本発明の実施形態に係る、ノブ１３０を緩めて、円筒状物体４００のｘ軸に沿っ
た位置の調整を可能にした図である。
【図８】本発明の実施形態に係る、ノブ１１４を緩めることによって、位置決めアーム２
０００がｘ軸を中心に回転し、それに伴って、ガイドアーム１０００がｙ－ｚ平面に沿っ
て動く図である。
【図９】本発明の実施形態に係る、ねじ１３５を緩めることによって、クロスクランプ１
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３２がｙ軸を中心に回転し、それに伴って、ガイドアーム１０００がｘ－ｚ平面に沿って
動く図である。
【図１０】本発明の実施形態に係る、ダイヤル１１６を回転させて、位置決めアーム２０
００の内側入れ子要素１１２を伸縮させる図である。図１０は、ダイヤル１０１を回転さ
せると、器具取り付けコンポーネント１０７がｚ軸に沿って動くことも示している。
【図１１】本発明の実施形態に係る、ダイヤル１３１を回転させて、接続アーム３０００
の内側入れ子要素１１９を伸縮させる図である。
【図１２】本発明の実施形態に係る、接続アーム３０００の部分分解図である。矢印「１
４Ａ」は、図１４Ａに表された断面を示す。
【図１３】本発明の実施形態に係る、接続アーム３０００の一部の分解図である。
【図１４】図14Aは、本発明の実施形態に係る、接続アーム３０００の長軸方向の断面図
である。図14Bは、接続アーム３０００の短軸方向の断面図である。
【図１５】本発明の実施形態に係る位置決めアーム２０００の部分分解図である。矢印「
１７Ａ」は、図１７Ａに表された断面を示す。
【図１６】本発明の実施形態に係る、位置決めアーム２０００の一部の部分分解図である
。
【図１７】図17Aは、本発明の実施形態に係る、位置決めアーム２０００の長軸方向の断
面図である。図17Bは、本発明の実施形態に係る、位置決めアーム２０００の短軸方向の
断面図である。
【図１８】本発明の実施形態に係るガイドアーム１０００の分解図である。矢印「１９」
は、図１９に表された断面を示す。
【図１９】本発明の実施形態に係るガイドアーム１０００の長軸方向の断面図である。
【図２０】本発明の実施形態に係る、サイドクランプ６０００の分解図と、サイドクラン
プ６０００の固定アーム４０００への取り付けを示す図である。
【図２１】本発明の実施形態に係る、固定アーム４０００の別の分解図である。
【図２２】本発明の実施形態に係る、サイドクランプ６０００の図である。
【図２３】本発明の実施形態に係る、機器３００上のスケール３８１、３８２、３８３の
図である。機器３００は、他の全ての特徴に関しては、機器１００と同じである。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
発明の詳細な説明
　本明細書に引用した全ての参考文献は、引用により、全て記載したのと同様にその全体
が組み込まれる。別段の定義のない限り、本明細書で使用する技術用語及び科学用語は、
本発明が属する分野の当業者が通常理解するような意味を有する。１９９５年ＣＲＣ　Ｐ
ｒｅｓｓ出版Ｓｚｙｃｈｅｒ´ｓ　Ｄｉｃｔｉｏｎａｒｙ　ｏｆ　Ｍｅｄｉｃａｌ　Ｄｅ
ｖｉｃｅｓは、本明細書で使用した用語及び言い回しの多くに有用なガイダンスを提供す
るであろう。当業者は、本明細書に記載の方法及び材料と類似または同等の多くの方法及
び材料を認めるであろう。それらは、本発明を実践する際に用いることができる。実際、
本発明は、本明細書に具体的に記載した方法及び材料に全く限定されない。
【００１２】
　一部の実施形態においては、本発明の特定の実施形態を説明し、特許を請求するために
用いられた、寸法、形、相対的位置等の特性は、「約」という語によって加減されている
ことを理解されたい。
【００１３】
　既存の技術の前述の欠点に留意して、発明者は、新規の安定化装置と、その使用方法を
開発した。本明細書に記載の装置の多くの可能性のある用途が存在することを当業者は容
易に理解するであろうが、特定の実施形態は、脊髄または脊髄周辺に最先端の細胞療法及
び分子治療を行うことも含めて、脊髄または脊髄周辺に行う処置にとって特に有用である
。重要なことは、本明細書に記載の機器の全てのバージョンはまた、経皮的支柱の使用を
不必要にし、その結果、侵襲性が最小の外科的アプローチを可能にしたことである。
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【００１４】
　定位装置の多くの実施形態を本明細書に記載したが、それらの全てに共通の特定の特徴
がある。第１に、各装置は、組織開創機器（ｔｉｓｓｕｅ　ｒｅｔｒａｃｔｉｎｇ　ｄｅ
ｖｉｃｅ）のアームに安定的に接続することができる「固定セクション」を構成する１つ
または複数のコンポーネントを備える。本明細書に記載の各装置に共通の第２の特徴は、
「位置決めセクション」である。位置決めセクションは、対象者の体の所望の位置の上に
器具を位置付けることができる１つまたは複数のコンポーネントを備える。第３の共通の
特徴は、「接続セクション」である。接続セクションは、位置決めセクションと固定セク
ションとを動作可能に接続する働きをする。第４の共通の特徴は、「ガイドセクション」
である。ガイドセクションは、対象者の体内に器具を誘導する、または対象者の体から器
具を取り除くのに用いることができる。
【００１５】
　以下に、様々なコンポーネント、コンポーネントの組み合わせ、及び、上記の共通する
セクションのそれぞれに想到するのに用いることのできる互いに関連するコンポーネント
の構成を記載する。定位装置に追加できるさらなる特徴も記載する。
【００１６】
固定セクション
　一部の実施形態においては、定位装置の固定セクションは、組織開創器のアームに取り
外し可能に取り付けられるように構成されている。取り外し可能な取り付けは、広範なコ
ンポーネント、及び、その組み合わせを用いて、多くの方法のうちの任意の方法で達成で
きる。例を挙げると、１つまたは複数のクラスプ、１つまたは複数のクランプ、１つまた
は複数の磁石、１つまたは複数のねじ、１つまたは複数のピン、１つまたは複数のスロッ
トと溝の配置、１つまたは複数のストラップ、それらの組み合わせ等を用いて、固定セク
ションは、組織開創器のアームに取り付けることができるが、これらに限定されない。よ
って、これらの各コンポーネントと、その修正バージョンは、本発明の範囲内にある。装
置の取り付け部は、テーブル、ランプ、ブレース、トレイ、撮像器具等を含むがそれらに
限定されない、医療処置を行う環境で見つけられ得る様々な種類の器具のうちの任意の器
具に取り付けるように構成可能であることがさらに企図されている。機器は、手術以外の
環境で使用するように構成可能であることも企図されており、その環境では、装置は正確
な誘導を使用する必要がある任意の目的を行うために使用され得る。このような目的に関
しては、機器は適切に拡大縮小可能であることも企図されている。
【００１７】
　一部の実施形態においては、クランプ機構が固定アーム上に組み込まれ、クランプ機構
を用いて、定位装置を組織開創器のアームに取り付ける。多くの種類のクランプ機構がこ
の機能を行うのに適切であることを当業者は容易に理解するであろう。１つの非限定的な
例が図３に示されており、この例では、固定アーム４０００のクランプ機構５０００を用
いて、組織開創器３００（部分的に図示）のアーム３０１をクランプ留めすることができ
ることが示されている。この特定の実施形態のクランプコンポーネントのより詳細な図が
図２１に示されており、個々のコンポーネント（及びその機能）は、実施例の項で詳しく
説明される。
【００１８】
　重要なことは、図２１に示すクランプ機構を用いて、定位装置（定位装置１００を含む
）を多くの異なる種類の組織開創器のアームに、しっかりと、かつ、取り外し可能に取り
付けることができる。クランプ機構を取り付けることができる開創器の例には、Ｍａｓｔ
　Ｑｕａｄｒａｎｔ開創器システム (Ｍｅｄｔｒｏｎｉｃ社)、ＭＡＲＳ開創器システム
（Ｇｌｏｂｕｓ　Ｍｅｄｉｃａｌ社）、Ｓｐｙｄｅｒ開創器システム（Ａｅｓｃｕｌａｐ
社）、Ｒａｖｉｎｅ開創器システム（Ｋ２Ｍ社）、Ｓｙｎｆｒａｍｅ開創器システム（Ｄ
ｅＰｕｙ　Ｓｙｎｔｈｅｓ社）、及び、Ｌｕｘｏｒ開創器システム（Ｓｔｒｙｋｅｒ社）
が含まれるが、それらに限定されない。上記の開創器に類似した、１つまたは複数のアー
ムを有する任意の開創器も、本明細書に記載の発明の定位装置と共に用いることができる
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ことを当業者は容易に理解するであろう。上記の代替となる取り付け機構によって、上記
で具体的に挙げていない代替開創機器の１つまたは複数のアームに対する装置の固定セク
ションの取り付けが可能になることを、当業者は、さらに理解するであろう。
【００１９】
位置決めセクション
　位置決めセクションの目的は、器具を取り付けているガイドアームを位置決めすること
によって、所望の解剖学的位置上への器具の安定的な配置を可能にすることである。定位
装置の位置決めセクションを構成し得る多くの可能なコンポーネント及びそれらの配置が
存在することを、当業者は容易に理解するであろう。特定の実施形態においては、位置決
めセクションは、伸縮する動きを可能にするコンポーネントを備え、それによって、ガイ
ドアームに取り付けられた器具の位置の細かい調整を可能にする。一部の実施形態におい
ては、位置決めアームが用いられる。様々な実施形態において、位置決めアームは、伸縮
する動きを可能にする様式で、互いに動作可能に接続された２つ以上の入れ子要素と入力
コンポーネント（例えば、ダイヤル）とを備える。非限定的な例では、伸縮する動きは、
図１５～図１７に示すコンポーネントによって達成される。図１５～図１７のコンポーネ
ント間の相互作用とコンポーネントの動作は、実施例の項で詳しく説明する。
【００２０】
　位置決めアームの伸縮する動きを安定化させかつ制御する多くの方法が可能であること
を、当業者は容易に理解するであろう。例を挙げると、図１５～図１７に示すように、ね
じ軸を有する機構を用いる場合、軸上のねじ切の数と、ねじ切のピッチを用いて、関連す
る入力（例えば、ダイヤルの回転）に応答して位置決めアームがどの程度まで伸縮するか
を指定することができるが、これに限定されない。ある特定の実施形態においては、位置
決めアームは、前進または後退する軸方向以外の全ての動きの範囲を制限するコンポーネ
ントを使用することによって、安定化される。例として、図１６は、止めねじ１７６ａ、
１７６ｂと支持要素１７８ａ、１７８ｂとを誘導する構成を用いて位置決めアーム２００
０の内側入れ子要素１１２のＬ字型トラック１７９ａ、１７９ｂに圧力をかけることを示
すが、これに限定されない。図１６はまた、内側入れ子コンポーネント１１２の安定性、
特に、それが延ばされている途中、または、縮められている途中の安定性を向上させるた
めに、ねじ１７５が、止めねじ１７６ａ、１７６ｂの反対側に配置されることを示す。
【００２１】
　位置決めアームをガイドアームに取り付ける多くの方法が可能であることを、当業者は
容易に理解するであろう。図３に示すように、位置決めアーム２０００をガイドアーム１
０００に接続することができる１つの方法は、ガイドアーム１０００の短軸を横切り、溝
付きの受け入れソケット１３４に接続するねじ１３３を使用することである。
【００２２】
接続セクション
　定位装置の接続セクションの長軸は、固定セクション及び位置決めセクションの長軸に
対して垂直に構成することができる。一部の実施形態においては、接続セクションは、位
置決めセクションのように、伸縮アームである。一部の実施形態においては、伸縮接続ア
ームは、位置決めセクションに関連付けられた上記コンポーネントの任意のコンポーネン
トによって安定化及び制御することができる。例を挙げると、接続アームの伸縮は、図１
２～図１４に示すコンポーネントを使用して達成することができるがこれに限られない。
コンポーネント間の相互作用及びコンポーネントの機能は、実施例の項で詳細に説明する
。
【００２３】
ガイドセクション
　ガイドセクションは、対象者の体内に延ばす、及び、体から引き抜くことができる１つ
または複数の器具の取り付けを可能にするように構成することができる。一部の実施形態
においては、ガイドセクションは、ガイドアームを備える。器具をガイドアームに取り付
けることができる多くの方法が可能である。器具をガイドアームに取り付けるのに用いる
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ことができる可能なコンポーネントは、取り付ける器具の寸法と性質に応じて変わること
を、当業者は、容易に理解するであろう。様々な器具のガイドアームへの取り付けは、例
を挙げると、１つまたは複数のストラップ、クランプ、クラスプ、磁石、及び、それらの
組み合わせを用いて達成することができるが、これらに限られない。
【００２４】
　ガイドアームに取り付けることが可能な器具の例は、カニューレ、生検針、針、チュー
ブ、焼灼機器、レーザ、ドリル、内視鏡、ガイドワイヤ、光ファイバ機器、電極、のこぎ
り、超音波機器、分光機器、カメラ、電気センサ、熱センサ、カテーテル、排出チューブ
、撮像機器（本明細書に列挙及び／または記載したうちの任意の器具等）などを含むが、
これらに限られない。特定の実施形態においては、本明細書に記載の発明の装置が誘導す
る器具は、器具内に同心状に収容されるように構成されたガイド針及び注射針を含む。一
部の実施形態においては、ガイド針及び注射針の同心配置によって、医療処置中、ガイド
針が対象者内の適切な位置にくると、注射針はガイド針を通して前進することができ、そ
の結果、注射針は、生物由来物質または化学物質のペイロードを対象者の適切な部位に送
達することができる。一部の実施形態においては、発明の装置によって誘導及び／または
安定化される器具は、米国特許出願１２／５９８，６６７号に記載される脊椎への複数部
分に分けられた細胞及び薬物送達機器であり、この出願は、引用によりその全体が全て記
載したのと同様に本明細書に組み込まれる。
【００２５】
　器具をガイドアームに接続した状態で、器具を対象者内に延ばす、及び対象者から器具
を引き抜くことができるように装置を構成し得るような方法が多くあることも、当業者は
容易に理解するであろう。図１８に、この目的のために用いることができる機構の一例を
示すが、機構はこれに限定されない。図１８に示すコンポーネント間の関係と、それらの
コンポーネントの機能とは、実施例の項に詳しく記載する。
【００２６】
個々のセクションの向き
　固定セクション、接続セクション、位置決めセクション、及び、ガイドセクションは、
各セクションの動きの所望の範囲に応じて、様々な方法によって、互いに接続することが
できる。一部の実施形態においては、位置決めアーム及び接続アームの互いに対して垂直
な向きは、垂直に配置されたクランプカラーを有するコンポーネントを用いて達成される
。ある実施形態においては、クロスクランプ１３２（図１Ａに示す）を用いることができ
る。図５に示すように、クロスクランプ１３２を用いて位置決めアーム２０００を固定す
る場合、ノブ１１４を回転させてカラー１１５を緩めることができ、それによって、位置
決めアーム２０００のｘ軸に沿った位置調整を可能にする。図８に示すように、ノブ１１
４を回転させてカラー１１５を緩めることによって、位置決めアーム２０００のｘ軸に沿
った回転も可能にし、その結果、ガイドアーム１０００のｙ－ｚ平面に沿った動きになる
。
【００２７】
　図６に示すように、クロスクランプ１３２を用いて接続アーム３０００を固定する場合
、ねじ１３５の回転によって下部カラー１１７が緩み、位置決めアーム２０００のｙ軸に
沿った位置調整を可能にする。図９に示すように、カラー１１７を緩めることによって、
クロスクランプ１３２のｙ軸に沿った回転も可能にし、次いでその結果、ガイドアーム１
０００のｘ－ｚ平面に沿った動きになる。
【００２８】
追加の特徴
　上記の定位装置の主要セクションは、追加の特徴を装置上に組み込むことが可能なよう
に構成することができる。例えば、定位装置は、定位装置の主要セクション（すなわち、
ガイドセクション、位置決めセクション、接続セクション、及び、取り付けセクション）
の１つまたは複数上に、追加の有用な器具または機器を取り付けるためのクランプ（また
は、本明細書に記載の任意の他の取り付け手段）を備えることができる。
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【００２９】
　特定の実施形態においては、定位装置は、固定セクションに取り付けられたサイドクラ
ンプを備え、有用な器具または機器の取り付けを可能にしている。例えば、図３に示すよ
うに、サイドクランプ６０００を用いて、円筒状機器４００を保持することができる。サ
イドクランプ６０００のコンポーネントについては、図２２に明瞭に示し、実施例の項で
詳細に記載する。サイドクランプ６０００等のサイドクランプを用いて、適切な寸法の多
くの機器のうちの任意の機器を定位装置に取り付けることができることを、当業者は容易
に理解するであろう。
【００３０】
　本明細書に記載の定位装置に取り付けることができる機器は、ポンプ、対象者の体に注
射する物質を入れるための容器、対象者の体から取り除く物質を受けるための容器、小型
モータ、制御パネル、撮像機器、または、それらの一部（本明細書に記載の任意の適切な
サイズの撮像機器を含む）等を含みうるが、これらに限定されない。一部の実施形態にお
いては、取り付けられている機器は、組織開創器を係合させる患者の体の開口部が見える
ように位置付けることができる光ファイバカメラである。一部の実施形態においては、装
置に取り付けられている容器は、細胞、気体、液体、薬剤、造影剤、放射性物質、それら
の組み合わせ等を含むが、それらに限定されない様々な有用な物質のうちの任意の物質を
保持するように構成することができる。
【００３１】
　本明細書に記載の発明の装置の１つまたは複数のセクションに取り付けられ得る機器の
追加のカテゴリは、光源である。様々な実施形態において、発明の装置は、医療処置中に
、対象者の体または体内の関心領域を照らすように構成された１つまたは複数の光源を備
えてよい。一部の実施形態においては、光源の１つまたは複数は、ガイドアームに取り付
けられている。一部の実施形態においては、光源はレーザである。一部の実施形態におい
ては、光源は、焼灼または切断に用いることができる比較的、高エネルギーのレーザであ
る。一部の実施形態においては、光源は、切開または他の医学的介入のために対象者の体
または体内の領域を視覚的に標的にするために用いることができる比較的低エネルギーの
レーザである。他の実施形態においては、光源は、関心領域の可視化を助ける比較的低い
エネルギーの光を提供する。さらに他の実施形態においては、光源は、蛍光物質の蛍光性
を引き起こす波長の光を提供する。様々な実施形態において、 蛍光物質は、対象者の体
に直接導入される、対象者の体にある細胞に存在する、または、自然に発生する。光源に
よって投影される光の波長の例は、可視、ＩＲまたはＵＶの範囲であってよいが、それら
に限定されない。
【００３２】
　本明細書に記載の定位装置上に組み込むことができる機器の別のカテゴリは、画像診断
装置である。一部の実施形態においては、画像診断装置は、ガイドアームに取り付けられ
ている。しかしながら、適切なサイズの画像診断装置（または、本明細書に記載の任意の
他の機器、または、それに類似するもの）の全てまたは一部は、本明細書に記載の任意の
取り付け形式によって本明細書に記載の装置の任意のアームに取り付けることができるこ
とを、当業者は認識するであろう。一部の実施形態においては、画像診断装置は、ＭＲＩ
、ＣＴ、または、超音波画像診断を行うのに用いる機器を含む。一部の実施形態において
は、内視鏡がガイドアームに取り付けられている。一部の実施形態においては、顕微鏡ま
たは他の拡大装置の１つまたは複数のコンポーネントがガイドアームに取り付けられてい
る。ガイドアームに取り付けるのに適切なサイズの多くの他の有用な器具のうち任意の器
具が、本明細書に記載の発明の装置と共に用いることができ、かつ、本明細書に記載の任
意の取り付け手段によって本明細書に記載の発明の装置に取り付けることができることを
、当業者は容易に理解するであろう。
【００３３】
　上記のように、一部の実施形態においては、装置は、上記の様々なセクションの位置を
手動で操作できるように構成されている。しかしながら、装置は、装置の１つまたは複数
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のセクションが電子的に制御されるように、１つまたは複数のモータ、ギア、プーリ、及
び、電子制御装置を有するように構成することもできることを、当業者は容易に理解する
であろう。
【００３４】
　一部の実施形態においては、本明細書に記載の装置は、ステンレス製である。一部の実
施形態においては、装置は、チタン、オーステナイト鋼、マルテンサイト鋼、真鍮、炭素
繊維、プラスチック、それらの組み合わせ等からできている。好ましい実施形態において
は、材料（単数または複数）は、生体適合性がある。
【００３５】
　本発明は、一部の実施形態において、次のプロセスの１つまたは複数を容易にする目的
で、本明細書に記載の定位装置の任意の装置を用いることを含む方法を説明する。そのプ
ロセスとは、（１）対象者に物質を導入すること、（２）対象者から物質を取り除くこと
、及び（３）対象者の体の一部を操作することである。機器は、器官、関節（肩、腰、膝
など）、靭帯、腱、筋肉、眼、腔、または、任意の他の組織を含むがそれらに限定されな
い、対象者の体の任意の部分に物質を導入、及び／または、対象者の体の任意の部分から
物質を取り除くために使用できることを、当業者は容易に理解するであろう。一部の実施
形態においては、対象者の体に導入される物質は、生物学的物質、及び／または、合成物
質を含み得るが、それらに限定されない。生物学的物質は、幹細胞、神経前駆細胞、組織
、血液、ホルモン、凝固因子、ベクター（ウイルスベクター、プラスミド等を含むがそれ
らに限定されない）、ＤＮＡ、ＲＮＡ、タンパク質、成長因子、抑制物質、基質、それら
の組み合わせなどを含み得るが、それらに限定さられない。対象者の体に導入することが
できる合成物質は、医薬物質、マーカ（バイオマーカ、または、撮像設備を使用して、も
しくは、使用せずに可視化することができる任意の他の種類のマーカを含むが、それらに
限定されない）、埋め込み型医療機器、電気センサ、電気刺激装置、接着剤、縫合糸、化
学療法薬、放射性物質、過分極物質、それらの組み合わせ等を含み得るが、それらに限定
されない。
【００３６】
　発明の装置と方法を用いて対象者の体から取り除くことができる物質は、組織、器官、
癌細胞、前癌細胞、骨髄、体液、異物、それらの組み合わせ等に加えて、対象者に導入す
ることができる上記に名を挙げた物質の任意の物質を含むが、それらに限定されない。
【００３７】
　一部の実施形態においては、発明の方法は、本明細書に記載の発明の装置のうちの任意
のものを用いて、本明細書に記載の任意の器具を、その器具が本明細書に記載の開創機器
の広げ要素間に導入され次に関連する組織の隣接する部分間に導入することができるよう
に、位置決めすることを含む。ある実施形態においては、発明の方法は、発明の装置１０
０のガイドアーム１０００を用いて、カニューレに関連付けられた針を対象者の脊髄（本
明細書の限定的でない例で具体的に記載された部分を含む)の任意の部分に導入すること
を含む。神経前駆細胞のペイロードは次に、カニューレと針を通して対象者の脊髄に進め
られる。
【００３８】
　一部の実施形態においては、本発明は、（１）本明細書に記載の任意の装置を開創器の
アームに取り付けること、（２）本明細書に記載の任意の器具を（上記の任意の手段によ
って）装置のガイドアームに取り付けること、及び（３）開創器の広げ要素を通し、次に
対象者の体の切開部を通して対象者の体内に器具を進めることを含む方法を説明する。図
１Ｄは、この方法を行うために装置のコンポーネントをどのように配置するかの例を示す
が、この例に限定されない。
【実施例】
【００３９】
実施例１
サイドクランプを有する定位装置
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　図１Ａは、例示の定位装置１００を示す。定位装置１００は、ガイドアーム１０００を
備え、ガイドアーム１０００は、その長軸に沿った細長いチャネル１０３を備える(図１
Ａ)。ガイドアーム１０００は、ダイヤル１０１と、細長い円筒体１０２を備える(図１Ａ
)。ガイドアーム１０００はまた、器具取り付けコンポーネント１０７と、それぞれ、ね
じ１０４及び１０９によって締めたり緩めたりされるクランプ１０５及び１１０とを備え
る(図１Ａ)。ガイドアーム１０００は、器具取り付けコンポーネントガイド１０８をさら
に備える。図１８は、ガイドアーム１０００の分解図を示す。この図では、ねじ軸１４８
、ブシュ１４７、湾曲したばね座金１４６、ラジアルリング１４５、止めねじ１４４、及
び、ダイヤル１０１の組み立てを示す。図１８は、ねじ１５３ａ及び１５３ｂ、器具取り
付けコンポーネントガイド１０８（ねじ受け孔１５２ａ及び１５２ｂを有する)、円筒状
受け入れストッパ１５１、並びにねじ１３３の組み立ても示す。図１８は、器具取り付け
コンポーネント１０７が、孔１５０を通して摺動キャリッジ１４９に取り付けられている
のを示す。図１０及び図１８は、ダイヤル１０１を回すと、介在コンポーネント１４５～
１４８（図１８に示す)によって、器具取り付けコンポーネント１０７と共にキャリッジ
コンポーネント１４９が細長いチャネル１０３に沿って(ｚ軸に沿って)摺動することを示
す。ダイヤル１０１の回転によって器具取り付けコンポーネント１０７の位置を調整する
と、器具取り付けコンポーネント１０７に取り付けられた任意の器具も、ｚ軸に沿って移
動する。
【００４０】
　図３は、定位装置１００の分解図を示す。この図では、ガイドアーム１０００の位置決
めアーム２０００への取り付けは、ガイドアーム１０００のねじ１３３を位置決めアーム
２０００の受け入れソケット１３４に固定することによって達成されることが示されてい
る。図３は、位置決めアーム２０００が、クロスクランプ１３２の上部カラー１１５の円
筒状の開口を通り抜けることも示している。図１５は、位置決めアーム２０００の部分分
解図を示す。この図では、カラー１７４、ねじ軸１７３、ブシュ１７２、湾曲したねじ座
金１７１、ラジアルリング１７０、止めねじ１６９、及び、ダイヤル１１６の組み立てが
示されている。図１５は、位置決めアーム２０００の外側入れ子コンポーネント１１３と
内側入れ子コンポーネント１１２も示す。図１６は、位置決めアーム２０００の外側入れ
子コンポーネント１１３と内側入れ子コンポーネント１１２の組み立てを示す。具体的に
は、ねじ１７５と、止めねじ１７６ａ及び１７６ｂは、外側入れ子コンポーネント１１３
と、内側安定化カラー１７７とを横切る。次に、止めねじ１７６ａ及び１７６ｂは、それ
ぞれ、支持要素１７８ａ及び１７８ｂに接触し、支持要素１７８ａ及び１７８ｂは、それ
ぞれ、細長いＬ字型溝１７９ａ及び１７９ｂの平らな部分の上に載る。この配置は、支持
要素１７８ａ及び１７８ｂ(及びねじ１７５)が、位置決めアーム２０００の内側入れ子コ
ンポーネント１１２の動きを制約することを可能にし、かつ、内側入れ子コンポーネント
１１２の伸縮する動きの安定性及び制御を向上させる。位置決めアーム２０００の断面図
を図１７Ａ及び１７Ｂに示す。
【００４１】
　ガイドアーム１０００と位置決めアーム２０００に加えて、図３は、外側入れ子要素１
１８と内側入れ子要素１１９とを有する、定位装置１００の接続アーム３０００も示す。
図３は、接続アーム３０００が、クロスクランプ１３２の下部カラー１１７の円筒状開口
を通り抜けることを示す。図３は、接続アーム３０００が、クランプ１２１の円筒状開口
を通り抜け、かつ端部ねじ１３６に固定されることも示す。これらのコンポーネントの別
の図を図４に示す。図４は、ノブ１２０とねじ１３５も示し、ノブ１２０とねじ１３５は
、それぞれ、締められて、クランプ１２１及び(クロスクランプ１３２)の下部カラー１１
７に接続アーム３０００を固定することができる。図１３は、接続アーム３０００の内側
入れ子コンポーネント１１９と外側入れ子コンポーネント１１８の組み立てを示す。ねじ
１６８と、止めねじ１６７ａ及び１６７ｂとは、外側入れ子コンポーネント１１８と、内
側安定化カラー１６４とを横切る。次に、止めねじ１６７ａ及び１６７ｂは、それぞれ、
支持要素１６６ａ及び１６６ｂに接触し、支持要素１６６ａ及び１６６ｂは、それぞれ、
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細長いＬ字型溝１６５ａ及び１６５ｂの平らな部分に載る。この配置は、支持要素１６６
ａ及び１６６ｂ(及び、ねじ１６８)が、内側入れ子要素１１９の動きを制約することを可
能にし、かつ、内側入れ子要素１１９の伸縮する動きの安定性及び制御を向上させる。取
り付けアーム３０００の断面図を図１４Ａ及び図１４Ｂに示す。
【００４２】
　図３はまた、固定アーム４０００の図を示し、固定アーム４０００は、クランプ１２１
、本体１２２、及び、開創器取り付けクランプ５０００を備える。開創器取り付けクラン
プ５０００は、ノブ１２３、(クランプ５０００の上側のリップ１２４を通る)安定化ねじ
１２６、上部安定化アーム１２５ａ及び１２５ｂ、並びに、下部安定化アーム１２７ａ及
び１２７ｂから形成される。固定アーム４０００の分解図を図２１に示す。この図におい
て、クランプの他のコンポーネントの文脈では、止めねじ１６２とロッド１６１の組み込
みが見られる。
【００４３】
　図３は、定位装置１００のサイドクランプ６０００をさらに示す。サイドクランプ６０
００は、トレイアーム１２８ａ及び１２８ｂと、ヒンジトップ１２９とを備える。ヒンジ
トップ１２９は開口を備え、その開口を通して、サイドクランプ６０００によってクラン
プ留めされている物体(図１に示す細長い物体４００等)の一部を見ることができる。
【００４４】
　次に、図５～図１１に示す定位装置１００のアーム(及びアームのコンポーネント)の様
々な可能な調整及び向きについて見ていく。図５は、ノブ１１４を回転させてクロスクラ
ンプ１３２の上部カラー１１５を緩めることによって、位置決めアーム２０００のｘ軸に
沿った位置の調整を可能にすることを示す。図８は、ノブ１１４の回転（とそれに伴って
クロスクランプ１３２の上部カラー１１５が緩むこと)によって、位置決めアーム２００
０のｘ軸に沿った回転を可能にし、それは、ガイドアーム１０００のｙ－ｚ平面に沿った
動きになることを示す。図６は、ねじ１３５の回転の結果、クロスクランプ１３２の下部
カラー１１７が緩み、これにより位置決めアーム２０００のｙ軸に沿った位置の調整が可
能になることを示す。図９は、ねじ１３５の回転(とそれに伴ったクロスクランプ１３２
の下部カラー１１７の緩み)によって、クロスクランプ１３２のｙ軸に沿った回転が可能
になり、それが、ガイドアーム１０００のｘ－ｚ平面に沿った動きになることを示す。図
７は、ノブ１３０の回転（とそれに伴ったサイドクランプコンポーネント１２９の緩み)
によって、円筒状物体４００のｘ軸に沿った位置の調整が可能になることを示す。図１０
は、ダイヤル１１６の回転が、位置決めアーム２０００のｘ軸に沿った伸縮に関連付けら
れていることを示す。図１０は、ダイヤル１０１の回転が、ガイドアーム１０００の器具
取り付けコンポーネント１０７のｚ軸に沿った動きに関連付けられていることも示す。図
１１は、ダイヤル１３１の回転が、接続アーム３０００のｙ軸に沿った伸縮に関連付けら
れていることを示す。
【００４５】
実施例２
サイドクランプなしの定位装置
　図１Ｃ及び図２Ｃは、定位装置２００を示す。この定位装置２００は、定位装置１００
に示すサイドクランプ１２８を除いて、定位装置１００と同じコンポーネントを備える。
定位装置２００はまた、サイドクランプ１２８に関する機能を除いて、定位装置１００と
同じように機能する。
【００４６】
実施例３
外科的処置
　単椎弓切除をＬ４脊椎分節に行うことができる。標準的な麻酔／準備技術を使用し、患
者はうつ伏せにする。Ｌ４棘突起上にある正中線を４ｃｍ切開する。電気焼灼切断を用い
て、筋膜を切断し、切開部を棘突起まで延ばし、同時に、その切開部位からのいかなる小
出血も止血した。この時点で、Ｗｅｉｔｌａｎｅｒ開創器を用いて、切開部を開いたまま
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にすることができる。両側骨膜下切離は、筋肉と骨膜を椎弓板から離して持ち上げること
によって、注意深く行われる。電気焼灼切断を用いて、切離を容易にする。次に、棘突起
をＬｅｋｓｅｌｌ骨鉗子を用いて取り除く。高速ドリルを用いて、横方向に椎弓板を薄く
する。次に、椎弓板を持ち上げて、靭帯の付着部を切断して、椎弓板を外す。次に、Ｋｅ
ｒｒｉｓｏｎ骨鉗子を用いて、椎弓切除を延長、または、残った骨片を除去する。この場
合、Ｍｅｄｔｒｏｎｉｃ社のＭａｓｔ　Ｑｕａｄｒａｎｔ開創器システムを用いる。Ｗｅ
ｉｔｌａｎｅｒ開創器を取り除いて、Ｍａｓｔ　Ｑｕａｄｒａｎｔ開創器のブレードを切
開部に挿入し、開創器システムのフレックスアームに取り付ける。開創器は、体軸方向に
開かれて、組織を最大に開く。筋肉を標的部分から離しておくために内外方向の開創器を
用いる。脊髄損傷を予防するために♯１１ブレードと、硬膜ガイドを用いて、約２．５ｃ
ｍの硬膜切開を行う。４－０ Ｎｅｕｒｏｌｏｎを用いて、次に，硬膜を開口部の４隅で
留めて、神経根が見えるようにし、注射を容易にする。この時点で、発明の機器１００は
、クランプ５０００を用いて、Ｍａｓｔ　Ｑｕａｄｒａｎｔに取り付けられている。冠状
角度及び矢状角度は、上記の調整機構を用いて脊髄標的に応じて機器上で調整することが
できる。この場合、前角が標的になっているので、手術器具(針、カニューレ等)は脊髄に
対して９０度（垂直）の角度になる。手術器具(針、カニューレ)は、機器に取り付けるこ
とができる。機器のダイヤルを用いて、体軸方向及び内外方向の動きを実現し、標的への
正確な配置を見つけることができる。次に、手術器具は、ダイヤル１０１によって提供さ
れる腹側、吻側への動きを用いて、適切な深さまで脊髄に入れられる。撮像（ＣＴ、ＭＲ
Ｉ、超音波等）を用いて、全ての平面での機器の位置決め(冠状及び矢状角度、体軸方向
、内外方向、並びに、背腹方向の位置決め)を助けることができる。手術器具(針)が適切
な位置にくると、治療薬（神経前駆細胞）を脊髄標的に注入することができる。次に、手
術器具は、最初の位置に戻され、次の注射のために再配置することができる。注射／注入
の全てが完了すると、手術器具は取り除くことができ、次に機器を取り除く。硬膜の留め
を切り、開創器システム取り除く。次に、切開部を４層で閉じることができる。硬膜は、
４－０ ｎｅｕｒｏｌｏｎを用いて、連続縫合で閉じる。硬膜が閉じられると、バルサル
バ法を行って、硬膜が水を通さず、脳脊髄液が漏れていないことを確認することができる
。深筋層は、０　Ｖｙｃｒｉｌ縫合糸を用いて、筋膜と共に閉じられる。皮層は、３－０
　ｖｙｃｒｉｌを用いて閉じられ、最後に、皮膚は、２－０ナイロン糸で連続ロック縫合
を用いて閉じられる。
【００４７】
　上記の様々な方法及び技術は、発明を実行する多くの方法を提供する。当然、本明細書
に記載の任意の特定の実施形態に従って、記載している全ての目的または利点が必ずしも
達成されないことは理解されたい。従って、例えば、本明細書で説明または示唆した他の
目的または利点を必ずしも達成することなしに、本明細書で説明した１つの利点または複
数の利点を達成または最適化するように方法を行うことができることを、当業者は認識す
るであろう。様々な代替形態を本明細書で述べた。一部の実施形態は、具体的に、１つ、
他の、または、幾つかの特徴を備え、他の実施形態は、具体的に、１つ、他の、または、
幾つかの特徴を備えず、さらに他の実施形態は、１つ、他の、または、幾つかの有利な特
徴を備えることによって、特定の特徴を軽減することを理解されたい。
【００４８】
　さらに、当業者は、異なる実施形態から様々な特徴の適用可能性を認識するであろう。
同様に、上述の様々な要素、特徴、及び、ステップと、このような各要素、特徴またはス
テップの他の既知の同等物は、本明細書に記載の原理に従って、当業者が方法を行うため
に、様々な組み合わせで採用することができる。多様な実施形態において、様々な要素、
特徴、及び、ステップは、具体的に含まれるものもあれば、含まれないものもある。
【００４９】
　特定の実施形態及び実施例という文脈で、本出願を記載したが、出願の実施形態は、具
体的に開示した実施形態の範囲を超えて、他の代替実施形態及び／または使用、その修正
形態及び同等物に拡張されることを、当業者は理解するであろう。
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　一部の実施形態においては、出願の特定の実施形態を記載する文脈で（特に、特定の特
許請求の範囲の文脈で）使用される語「a」「an」「the」及び同様の言及は、単数及び複
数の両方を含むと解釈することができる。本明細書の値の範囲の記載は、その範囲に入る
各個別の値を個々に指すための簡単な方法であるに過ぎない。本明細書に別段の記載のな
い限り、各個別の値は、個々に本明細書に記載されているように明細書に組み込まれる。
本明細書に記載の全ての方法は、本明細書に別段の記載のない限り、または、文脈によっ
て明らかな矛盾のない限り、任意の適切な順番で行うことができる。任意の及び全ての実
施例、または、本明細書の特定の実施形態に関して用いられる例示を表す言葉（例えば、
「等」）の使用は、出願をより明瞭にすることのみを意図しており、特許請求の範囲に別
段記載がない限り、出願の範囲を限定するものではない。明細書のいずれの言い回しも、
特許を請求していない要素が本出願の実践に不可欠であることを示すと解釈すべきではな
い。
【００５１】
　本出願を行うために発明者が知っている最良の形態を含めて、本出願の特定の実施形態
を記載した。これらの実施形態の変形は、前述の記載を読めば、当業者には明らかであろ
う。当業者は、このような変形を適切として採用することができ、本出願は、本明細書に
具体的に記載している以外の形で実践することができると考えられる。従って、本出願の
多くの実施形態は、適用法が許可するように、本明細書に添付した特許請求の範囲に記載
の内容の修正及び同等物の全てを含む。さらに、その可能な変形全ての上記要素の任意の
組み合わせは、本明細書に別段の記載のない限り、または、文脈と明らかに矛盾しない限
り、本出願に含まれる。
【００５２】
　本明細書で引用した全ての特許、特許出願、特許出願公開、及び、記事、本、仕様書、
刊行物、書類、物等の他の資料等は、それに関連する起訴ファイルヒストリがあるもの、
本書類と矛盾または相いれないもの、または、現在または後に、本書類に関連付けられる
特許請求の範囲の最も広い範囲に関して限定の作用があり得るものを除いて、あらゆる目
的のために、その全体を引用することによって本明細書に組み込むものとする。例を挙げ
ると、組み込まれた資料のいずれかに関連付けられた用語と、本書類に関連付けられた用
語との間で、記載、定義、及び／または、使用に関する矛盾または不一致がある場合、本
書類の用語の記載、定義、及び／または、使用が、優先する。
【００５３】
　最後に、本明細書に記載の本出願の実施形態は、本出願の実施形態の原理を例証するも
のであることを理解されたい。採用可能な他の修正形態は、本出願の範囲内であってよい
。従って、例を挙げると、本出願の実施形態の代替の構成は、本明細書の説明に従って利
用できるが、これらに限定されない。従って、本出願の実施形態は、示し記載した実施形
態に完全には限定されない。
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